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「当初輸入申告情報呼出し(修正申告)(DLI02)」業務における輸入マニフェスト通関申告の対応

・仕様変更前
DLI02業務では、「輸入マニフェスト通関申告（MIC）」業務で申告された輸入マニフェスト申告の許可情報を呼び出すことができ
ませんでした。

・仕様変更後
DLI02業務で輸入マニフェスト申告に係る許可情報も呼出し可能としました。

IDC

輸入申告

DLI02

当初輸入申告情報
呼出し(修正申告)

MIC

輸入マニフェスト
通関申告

IDC

輸入申告

DLI02

当初輸入申告情報
呼出し(修正申告)

MIC

輸入マニフェスト
通関申告

DLI02 

当初輸入申告情報
呼出し(修正申告)

DLI02

当初輸入申告情報
呼出し(修正申告)

使用可能な輸入マニフェスト

申告に係る許可情報は、原本

情報として保存している期間

のデータを対象とする

輸入マニフェスト通関申告で

許可後にDLI02で呼出せない

許可

許可

許可

許可

仕
様
変
更
後

仕
様
変
更
前


